
 

６月は「外国人労働者問題啓発月間」です 

 

 知って守って働きやすく！ 

～外国人雇用はルールを守って適正に～ 

 

厚生労働省報道発表資料はこちらです。 

 

 

 この記事に関するお問い合わせ先 

 職業安定部 職業対策課 TEL 022-299-8062 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_04986.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_04986.html

